
『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づく健全化判断比率（４指標）等の概要

１． 財政健全化計画

・ 健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならない。

２． 財政健全化計画の策定手続き等

・ 財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事への報告、

全国的な状況の公表等の規定を設ける。又、毎年度その実施状況を議会に報告し、公表する。

３． 国等の勧告等
・ 財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大臣又は

都道府県知事は、必要な勧告を行う。

１． 財政再生計画

・ 再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならない。

２． 財政再生計画の策定手続き、国の同意等

・ 財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。

・ 財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

・ 財政再生計画を定めている地方公共団体は（財政再生団体）は、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。

３． 地方債の起債の制限

・ 再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、財政再生計画に総務大臣の同意を得

ている場合でなければ、災害普及事業等を除き、地方債の起債ができないこととする。

４． 地方財政法第５条（地方債の起債）の特例

・ 財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるために、地方財政法第５条の規定にかかわら

ず、総務大臣の許可を受けて、償還年限が財政再生計画の計画期間内である地方債（再生振替特例債）を起こすこ

とができる。

・ 公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業毎に資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、

議会に報告し、公表する。これが経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければな

らないとし、Ⅰの２、３及びⅣの１と同様の仕組みを設ける。

１． 外部監査
・ 地方公共団体の長は、健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上となった場合等には個別外部監査

契約に基づく監査を求めなければならない。

　この健全化判断比率は、地方公共団体の財政の健全化を維持・向上させるための制度として、地方公共団体
の財政の健全性に関する比率の公表を義務化した制度として設けられ、平成１９年度決算から適用し、議会に
報告し、広く公表させるものです。
　各健全化判断比率に応じて、一定の比率を超過した場合には、早期健全化計画（イエローカード）・再生計
画（レッドカード）・公営企業の経営の健全化を図るための計画の策定が必要となります。

Ⅰ 財政の早期健全化（イエローカード）

Ⅱ 財政の再生（レッドカード）

Ⅲ 公営企業の経営の健全化

Ⅳ その他



平成25年度決算における香芝市の健全化判断比率（４指標）等

％ ％ ％
％ ％ ％
％ ％ ％
％ ％ ％

（水道事業） ％ ％ ％
（下水道事業） ％ ％ ％

※実質赤字比率・連結実質赤字比率・公営企業における資金不足比率は、算定値が負数の場合には対象となりません。

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全化基準は、標準財政規模に応じて変動します。

①　実質赤字比率

実質赤字比率 ＝{繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）} ÷ 標準財政規模 ※1｛　｝は一般会計等の実質赤字の額

繰上充用額 ： 歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額

支払繰延額 ： 実質上歳入不足のため、支払いを繰り延べした額

事業繰越 ： 実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額

・ 一般会計等の実質赤字額：一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額
※実質収支が黒字で、繰上充用額が発生しない場合は、その黒字額をマイナス数値として算定

※算定値が負数の場合には対象となりません。

早期健全化基準 再生基準

経営健全化基準⑤公営企業における資金不足比率
④将来負担比率
③実質公債費比率
②連結実質赤字比率
①実質赤字比率

健全化判断比率
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－

　　＝ ×　100 ＝
-455,726千円

14,591,478千円
％-3.12 

－
－

－
－

20.4
172.9

一般会計等の決算を対象とし、重複分を純計した実質赤字の標準規模財政規模に対する比率であり、これが生じた場
合には赤字の早期解消を図る必要があります。

－
－

12.82

実質赤字比率



②　連結実質赤字比率

連結実質赤字比率 ＝ 連結実質赤字額 ÷ 標準財政規模

・ 連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額
イ　一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、
　　実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
ハ　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

※算定値が負数の場合には対象となりません。

イ 計
ロ 計
ハ ・一般会計 ・介護保険特別会計

・土地取得特別会計
・国民健康保険特別会計
・後期高齢者医療特別会計 計

ニ ・水道事業会計
・下水道事業特別会計 計

イ＋ロ＝ ハ＋ニ＝

363,388千円

％

0千円

-22.68

412,499千円

17,543千円 2,366,696千円

943,110千円

2,349,153千円

＝

水道事業を含む全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率であり、これが生じ
た場合には問題のあり会計が存在することになるため赤字の早期解消を図る必要があります。

×100連結実質赤字比率 ＝

0千円 3,309,806千円

14,591,478千円

21,511千円

102,485千円

43,227千円

0千円 -　3,309,806千円

0千円



③　実質公債費比率

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－

実質公債費比率 ＝ （特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

（3か年平均） 標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

・ 準元利償還金：イからホまでの合計額
イ　満期一括償還地方債について、償還期間を３０年とする元金均等年賦償還とした場合における
　１年当たりの元金償還金相当額
ロ　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に
　充てたと認められるもの
ハ　組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還のの
　財源に充てたと認められるも
ニ　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
ホ　一時借入金利子

＝ ％

実質公債費比率 Ｈ25 Ｈ24 Ｈ23

（3か年平均）

・ 準元利償還金：イからホまでの合計額
イ
ロ
ハ
ニ
ホ

※1借入金の返済に充てる元金及び利子
※2公営企業債の元利償還金に対する一般会計からの繰出金等

＋ 20.4 ％

×100

595,921千円

317,954千円

210,036千円

＋

＝

19.7

実質公債費比率

）

一般会計等が負担する元利償還金※1および準元利償還金※2の標準財政規模に対する比率であり、この指標が18％を

超えると地方債の発行に際して、県知事の許可が必要となり、25％を超えると一部の地方債の発行が制限されます。

（4,094,806千円＋595,921千円）－（87,496千円＋2,153,270千円）

20.2
　（ 　÷　3 ＝

21.3

67,349千円
582千円

0千円

19.7
＝



④　将来負担比率

　　将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る

将来負担比率 ＝ 　基準財政需要額算入見込額）

　標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
・ 将来負担額：イからチまでの合計額

イ　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
ロ　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）
ハ　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額
ニ　当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
ホ　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額
ヘ　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額
　　のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
ト　連結実質赤字額
チ　組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

・ 充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第２４１条の基金

・ 将来負担額：イからチまでの合計額
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ

・ 充当可能基金額：

＝

47,576,695千円

5,386,081千円

4,358,242千円

0千円

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債から充当可能な財源を控除した将来負担見込み額の標準財政規模に対
する比率であり、負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。この比率が高い場合には
将来これらの負債を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなど問題が生じる可能性が高くな
ります。

1,055,469千円

47,576,695千円－（2,921,301千円＋151,469千円＋22,988,496千円）

2,921,301千円

％＝
14,591,478千円－（2,153,270千円）

172.9

101,812千円

36,675,091千円

将来負担比率 ×100

0千円
0千円



⑤　公営企業における資金不足比率

○水道事業（法適用企業）

資金不足比率　　＝

・ 資金不足額＝流動負債＋建設改良費以外の経費に対する地方債の現在高－流動資産－解消可能資金不足額

・ 事業の規模＝営業収益の額－受託工事収益の額

※算定値が負数の場合には対象となりません。

○下水道事業（法非適用企業）

資金不足比率　　＝

・ 資金不足額＝繰上充用額＋（支払繰延＋事業繰越）＋建設改良費以外の経費に対する地方債の現在高
　－解消可能資金不足額

※実質収支が黒字で、繰上充用額が発生しない場合は、その黒字額をマイナス数値として算定しています。

・ 事業の規模＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

※算定値が負数の場合には対象となりません。

【参考】　標準財政規模

連結実質赤字比率の算定基礎として用いられる公営企業における資金不足額の事業規模に対する比率であり、この
比率が20％を超えると経営健全化計画のもと健全化を図る必要があります。

資金不足額

事業の規模

資金不足額

％×100 ＝ -2.7

事業の規模

272,836千円－0千円－2,349,153千円－0千円

14,591,478千円平成25年度決算で用いる額

％
1,629,211千円－2,186千円

健全化判断比率を算定する際の基準額として用いられる額で、地方交付税算定上の地方公共団体の一般財源の標準
規模に臨時財政対策債発行可能額を加算した額

資金不足比率 ＝

-127.6資金不足比率 ＝ ×100 ＝

-17,543千円＋0千円＋0千円－0千円

644,292千円－0千円



【健全化判断比率の対象】

土地取得特別会計

うち
公営事業会計 公営事業会計
（水道事業会計）

※1特別会計
国民健康保険特別会計
老人保健特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計

香芝・広陵消防組合
香芝・王寺環境施設組合
葛城広域行政事務組合
葛城地区清掃事務組合

該当なし
※3地方公社・第三セクター

※2一部事務組合・広域連合

※2一部事務組合・広域連合

※3地方公社・第三セクター

地
方
公
共
団
体

一般会計 普通会計

※1特別会計 （用地会計）

（下水道事業特別会計）

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率



香芝市の健全化判断比率（４指標）等の経年比較

H22 H23 H24 H25

①実質赤字比率 -2.32% -3.37% -1.37% -3.12%

②連結実質赤字比率 -22.42% -24.78% -17.85% -22.68%

③実質公債費比率 22.6% 22.1% 21.3% 20.4%

④将来負担比率 231.0% 218.1% 191.6% 172.9%

⑤公営企業における資金不足比率

（水道事業） -170.2% -178.6% -122.6% -127.6%

（下水道事業） -1.0% -1.0% -1.4% -2.7%

15.0%

17.0%

19.0%

21.0%

23.0%

25.0%

H22 H23 H24 H25

③実質公債費比率

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

350.0%

H22 H23 H24 H25

④将来負担比率


